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尾張旭市介護認定調査事務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 実施目的 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号）（以下「法」という。）の規定に基づ

き、日常生活を営むうえで介護や支援が必要となった被保険者が、必要な介護

保険サービスを受けるために、介護等が必要な程度を決定する要介護認定及び

要支援認定（以下「要介護認定等」という。）を尾張旭市（以下「市」という。）

が実施するにあたり、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等につい

て、面接による調査（以下「認定調査」という。）が必要となる。 

  本業務は、法第２４条の２第１項第２号の規定に基づき、認定調査に関する

事務等を指定市町村事務受託法人（以下「事務受託法人」という。）に委託する

ものである。 

 

２ 事業者の選定方法 

  公募型プロポーザル方式による。 

 

３ 業務概要 

 ⑴ 業務名 

   尾張旭市介護認定調査事務委託 

⑵ 業務内容 

  法第２７条第２項、第２８条第４項、第２９条第２項、第３０条第２項、

第３２条第２項、第３３条第４項、第３３条の２第２項及び第３３条の３第

２項の規定に基づく認定調査（新規申請、介護申請、区分変更申請及び更新

申請に係る認定調査）に関する事務 

⑶ 業務期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 見積限度額 

 ７２，０００，０００円を上限とする。（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 ただし、令和６年度分として２４，０００千円（消費税及び地方消費税相当

額を含む。）、令和７年度分として２４，０００千円（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）、令和８年度分として２４，０００千円（消費税及び地方消

費税相当額を含む。）をそれぞれ限度額とする。なお、この金額は、契約時の

予定額を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものである。 

 

５ 参加資格 

  本プロポーザルに参加しようとする事業者（以下「参加者」という。）は、以
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下の要件を満たす者とする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

 ⑵ 令和５年度尾張旭市入札参加資格者名簿に登載されている者で、本プロポ

ーザルのホームページ掲載日から事業者選定までの間、尾張旭市において指

名停止又はそれに準ずる措置を受けていないこと。 

 ⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手

続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）第２１条に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と。 

⑷ 「尾張旭市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２

３年９月２７日付けで尾張旭市長、尾張旭市教育委員会教育長及び愛知県守

山警察署長が締結。）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 ⑸ 所有する資産に対し、債務不履行による仮差押命令、差押命令、保全差押

又は競売手続の開始決定がなされていないこと。 

 ⑹ 法第２３条に掲げる居宅サービス等の提供を行っていない者で、かつ、委

託期間内においても引き続き居宅サービス等の提供を行わないものである

こと。 

 ⑺ 尾張旭市内及び近隣市町を実施場所として、法第２７条第２項、第２８条

第４項、第２９条第２項、第３０条第２項、第３２条第２項、第３３条第４

項、第３３条の２第２項及び第３３条の３第２項の規定に基づく、要介護認

定等認定調査を実施できること。 

 ⑻ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第１１条の２第２項各号

（第３号を除く。）の規定に該当しない者であること。 

 ⑼ 高齢者福祉等に関する相談・支援又は要介護認定等認定調査の実績を有す

る者であること。 

 

６ 選定日程 

内容 日にち 

公募開始 令和５年５月１９日（金） 

質問受付期間 
令和５年５月１９日（金）から 

令和５年５月２６日（金）まで 

質問回答期日 令和５年６月 ２日（金） 

参加表明書等提出期限 令和５年６月 ９日（金） 

企画提案書提出期限 令和５年６月２０日（火） 

プレゼンテーション 令和５年６月３０日（金） 

審査結果通知 令和５年７月 ７日（金）予定 
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契約締結 令和５年度中を予定 

業務開始 令和６年４月１日（月） 

 

７ 提出書類の様式 

 ⑴ 参加表明書（様式１） 

 ⑵ 企画提案書（様式２） 

 ⑶ 団体概要（様式３） 

 ⑷ 受託事務の実施計画（様式４） 

 ⑸ 高齢者福祉等に関する相談・支援の実績（様式５－１） 

 ⑹ 介護認定調査業務に関する実績件数（様式５－２） 

 ⑺ 職員配置及び人材の確保・育成計画（様式６） 

 ⑻ 危機管理体制について（様式７） 

 ⑼ 尾張旭市介護認定調査事務委託見積書（様式８） 

 ⑽ 誓約書（様式９） 

 ⑾ 質問書（様式１０） 

 ⑿ 辞退届（様式１１） 

 

８ 質疑応答等 

 ⑴ 質問の提出方法 

   質問事項を質問書（様式１０）に記入し、健康福祉部介護保険課に令和５

年５月２６日（金）までに電子メールにより提出すること。 

  ※ 提出期限以降に提出された質問、規定する様式や方法によらない質問は、

一切受け付けない。 

 ⑵ 質問に対する回答 

   市が全ての質問について質問者名を無記載として取りまとめ、令和５年６

月２日（金）までに市ホームページにて回答を公表する。 

   ただし、質問内容により本企画提案による業者選定に公平性を保てない場

合は、回答しないことがある。また、質問に対する回答は、実施要領等の追

加又は修正とみなす。 

 

９ 参加表明等 

  参加者は、参加表明書類を次の要領で提出すること。 

 ⑴ 提出書類 

   参加表明書（様式１）：原本１部 

 ⑵ 提出書類に関する留意事項 

   書類には、法人名の記載と契約締結権者氏名を記載して提出すること。 

⑶ 提出先 
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   尾張旭市役所健康福祉部介護保険課介護保険係 

 ⑷ 提出方法 

   持参又は郵送 

  ※ 郵送の場合、配達日時及び配達されたことを証明できる方法とすること。 

 ⑸ 提出期限 

   令和５年６月９日（金）午後５時１５分まで（必着） 

  ※ 提出期限以降に提出された書類は、一切受け付けない。 

⑹ 参加資格の確認 

   提出書類に基づき、５に定める参加資格要件の確認を行い、提出者に参加

資格がないと認めた場合は、その旨を通知する。 

 

１０ 企画提案 

   企画提案については、企画提案書類を次の要領で提出すること。 

  ⑴ 提出書類（各様式：原本１部、写し５部とする。） 

   ア 企画提案書表紙（様式２） 

   イ 企画提案書（様式任意） 

   ウ 団体概要（様式３） 

   エ 受託事務の実施計画（様式４） 

   オ 高齢者福祉等に関する相談・支援の実績（様式５－１） 

   カ 介護認定調査業務に関する実績件数（様式５－２） 

キ 職員配置及び人材の確保・育成計画（様式６） 

ク 危機管理体制について（様式７） 

ケ 尾張旭市介護認定調査事務委託見積書（様式８） 

コ 誓約書（様式９） 

⑵ 提出書類に関する留意事項 

 ア 提案書は、Ａ４判（縦横は任意）、横書き、両面印刷でページ数は任意

とする。 

 イ 団体概要については、パンフレット等の概要資料で代用することがで

きる。 

⑶ 提出先 

   尾張旭市役所健康福祉部介護保険課介護保険係 

⑷ 提出方法 

   持参又は郵送 

  ※ 郵送の場合、配達日時及び配達されたことを証明できる方法とするこ 

と。 

⑸ 提出期限 

    令和５年６月２０日（火）午後５時１５分まで（必着） 
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   ※ 提出期限以降に提出された書類は、一切受け付けない。 

 

１１ 辞退 

   参加表明書提出後、やむを得ず参加を辞退する場合は、事前に電話連絡の

上、辞退届（様式１１）を担当課窓口に直接持参すること。なお市は、辞退

したことをもっていかなる不利益な取扱いもしない。 

 

１２ プレゼンテーション 

   提案の内容等を評価するため、提案者によるプレゼンテーションを実施す

る。 

  ⑴ 日時 

    令和５年６月３０日（金）午後 

   ※ 詳細については、対象者に別途連絡する。 

  ⑵ 場所 

    尾張旭市役所南庁舎３階 講堂１ 

  ⑶ 内容 

    制限時間２０分以内で、提出された提案書の内容に関するプレゼンテー

ションを実施する。その後、１０分程度の質疑応答時間を設ける。 

  ⑷ その他 

   ア 必ず本業務に直接携わる者が出席すること。 

   イ 詳細については後日通知する。 

 

１３ 審査方法 

  ⑴ 審査委員による審査を経て、最も優れた提案を行ったと認められる事業

者を選定する。 

    合計評価点が同点の場合は、より高い評価を得た項目の多い者を上位者

とし、当該項目が同数の場合には、審査委員間における合議の上、総合順

位を決定するものとする。 

⑵ 審査結果の通知・公表 

    審査結果は、令和５年７月７日（金）（予定）に参加者全員に対し速やか

に書面にて通知する。なお、文書発送後、参加者名及び審査結果を本市ホ

ームページに掲載し、公表する。また、審査結果に関する問合せ及び異議

申立ては受け付けない。 

 

１４ 契約の締結 

   市は、最も優れた提案を行ったと認められる事業者と当該業務について協

議を行い、協議が整い、愛知県知事から本市の事務受託法人として指定を受
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け次第、尾張旭市契約規則等に従い、地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号に基づく随意契約の方法により契約を締結する。 

 

１５ その他 

  ⑴ 参加者は、複数の企画提案をすることはできない。 

  ⑵ 提出された書類の作成等に要した費用は、提案者の負担とする。 

  ⑶ 提出された書類は返却しないものとする。 

  ⑷ 提出された参加表明書類については、参加資格の確認以外には使用しな

い。 

  ⑸ 提出期限以降の書類の差し替え及び再提出は、認めない。 

  ⑹ 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市がプロポーザル

に関する報告、公表等のために必要な場合は、提案者の承諾を得ずに提出

書類の内容を無償で使用できるものとする。 

  ⑺ 提出された提案書類等は尾張旭市情報公開条例（平成１２年条例第２５

号）第７条各号に定める非公開情報（団体の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれのある情報など）を除き、公開の対象となる。 

  ⑻ 本プロポーザルの公告から事業者選定までの期間中、本業務及び関連業

務に関する営業行為を禁止する。 

  ⑼ 企画提案書の提出が１者のみであった場合であっても、本プロポーザル

での選定を実施する。 

 

１６ 連絡先 

   尾張旭市役所健康福祉部介護保険課介護保険係 

   住 所：〒４８８－８６６６ 

       尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 

   電 話：０５６１－７６－８１４４（直通） 

   ＦＡＸ：０５６１－５２－３７４９ 

   電子メール：kaigohoken@city.owariasahi.lg.jp 


